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資料１ 地震被害想定の概要  

南海トラフを含めた地震被害想定（本編第２編第３章第２節第２より） 

 

第２ 大規模地震の被害想定（平成 18 年度公表） 

１ 大阪府内の地震動予測 
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２ 大阪府内の被害想定 

 

 
※経済被害／直接被害：建物資産・家財喪失、解体撤去費、道路・鉄道施設被害、 

ライフライン施設被害など 

※経済被害／間接被害：応急仮設住宅設置費、交通被害によるユーザーコスト、 

ライフライン途絶、資本・労働喪失による産業の生産低下 
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３ 本町内の被害想定 

本町における地震被害の想定結果（前提条件⇒冬の夕刻、平日午後 6 時頃、晴れ、平

均風速 2.4m/s 

 

資料―１ 大阪府地域防災計画関連資料集による想定（忠岡町の数値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪府地域防災計画関連資料 
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第３ 大規模地震の被害想定（平成 25 年度公表） 

１ 大阪府内の地震動予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大阪府内の被害想定 
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資料―２ 南海トラフ巨大地災害対策等検討部会（大阪府防災会議内）による想定（１） 

（前提条件：地震動基本ケース（冬：深夜、平均風速）、陸側ケース（冬：夕方、風速 8ｍ/s） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南海トラフ巨大地災害対策等検討部会（大阪府防災会議内）資料 

注１ 「－」はデータなし 

注２ 都市ガスのライフライン不通割合（0％）は、津波による都市ガス被害戸数 442 戸を除く。 
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資料―３ 南海トラフ巨大地災害対策等検討部会（大阪府防災会議内）による想定（２

（前提条件：地震動基本ケース（冬：深夜、平均風速）、陸側ケース（冬：夕方、風速 8ｍ/s） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南海トラフ巨大地災害対策等検討部会（大阪府防災会議内）資料 
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資料２ 防災組織・体制関係 
（１） 忠岡町災害対策本部の組織及び事務分掌 

（本編第３編第１章第１節第１より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

資料編-8 

総 

則 

災
害
予
防
対
策 

東
海
地
震
の
警
戒
宣

に
伴
う
対
応 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
防

災
対
策
推
進
計
画 

災
害
応
急
対
策 

付編 

付編 2 

資
料
編 

事
故
等
災
害 

 

応
急
対
策 

災
害
復
旧 

・ 

復
興
対
策 

忠岡町災害対策本部事務分掌 

部 名 

(責任者） 
課名 事 務 分 掌 

町長公室 

(町長公室長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治政策課 

（災害対策本

部事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 災害時の協力団体（自主防災組織等）との連絡調整

に関すること。 

2. 災害対策本部会議に関すること。 

3. 各部との連絡調整に関すること。 

4. 気象並びに災害情報の収集及び報告に関すること。 

5. 防災関係機関との連絡、調整及び各種報告に関する

こと。 

6．各種災害協定の調整に関すること。 

7. 災害救助法に関すること。 

8. 自衛隊の派遣（撤収）要請に関すること。 

9.災害状況及び災害応急対策実施状況の取りまとめに関

すること。 

10.災害対策本部の庶務に関すること。 

秘書人事課 

総務課 

人権広報課 

財政課 

 

1. 一般見舞者の受付に関すること。 

2. 本部長等の被災地視察及び慰問に関すること。 

3. 職員の動員及び調整、現状把握に関すること。 

4. 物品購入等契約に関すること。 

5. 物資の調達、管理及び配備に関すること。 

6. 救援物資の調達計画 

7. 車両の集中管理に関すること。 

8. 町有財産の被害状況調査の総括に関すること。 

9. 災害に関する予算措置に関すること。 

10.町の災害復旧資金計画及び資金の調達に関するこ

と。 

11.広報公聴活動に関すること。 

12.災害状況の記録写真に関すること。 

13.報道関係との連絡調整に関すること。 

14.外国人の被災対策に関すること。 

15.飲料水の確保及び供給に関すること。 

16.断水時における広報活動に関すること。 

17.課所管施設の被害状況の調査及び復旧計画に関する

こと。 
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住民部 

(住民部長） 

 

住民課 

税務課 

生活環境課 

1. 食料の確保及び配分に関すること。 

2. 主食販売業者との連絡調整に関すること。 

3. 被災者等の炊き出しに関すること。 

4. 炊き出し設備の確保に関すること。 

5. 身元不明の遺体の処置及びに遺体安置所の設置に関

すること。 

6. 遺体の収容に関すること。 

7. 人的被害及び家屋被害状況調査に関すること。 

8. 被災者に対する町税の減免等の決定及び救助のため

被害程度の決定に関する調査に関すること。 

9. 防疫用薬品及び衛生資機材等の確保に関すること。 

10.感染症の防疫に関すること。 

11.じん芥及びし尿の応急処理に関すること。 

12.公害対策に関すること。 

13.死亡獣畜（ペット等）の収集及び処理に関すること 

14.放浪動物の保護収容等の対策に関すること。 

15.罹災証明書の発行に関すること。 

16.災害廃棄物の適切な処理に関すること。 

17.課所管施設の被害状況の調査及び復旧計画に関する

こと。 

健康福祉部 

( 健 康 福 祉 部

長） 

高齢介護課 

地域福祉課 

健康こども課 

保険課 

 

1. 忠岡町社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

2. 保健所及び日赤奉仕団等への連絡調整に関すること。 

3. 災害応急物資、救援物資等の調達配給に関すること。 

4. 疾病、負傷者など調査及び収容に関すること。 

5. 義援金品、見舞金品等の受付に関すること。 

6. 生活保護世帯の被災者状況調査に関すること。 

7. 災害見舞金等の支給に関すること。 

8. 生活物資の調達及び配給計画に関すること。 

9. 被災者の相談に関すること。 

10.感染予防に関すること。 

11.被災者の健康調査及び相談に関すること。 

12.要配慮世帯の被災状況調査に関すること。 

13.ボランティアに関すること。 

14.避難所の設営、運営に関すること。 

15.課所管施設の被害状況の調査及び復旧計画に関する

こと。 
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産業まちづく

り部 

(産業まちづく

り部長) 

建設課 

産業振興課 

下水道課 

 

1. 建設関係資機材の調達に関すること。 

2. 町内被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定

の実施に関すること。 

3. 被災者の応急仮設住宅建設に関すること。 

4. 応急仮設住宅の用地確保に関すること。 

5. 町営住宅の災害復旧に関すること。 

6. 公共土木施設被害状況調査及び応急対策に関すること。 

7. 道路等の障害物の除去に関すること。 

8. 通行制限に関すること。 

9.公共下水道施設の被害状況の把握及び災害復旧等に関す

ること。 

10.いずみの農業協同組合、忠岡漁業協同組合、忠岡町商工

会、農業委員会及び水利組合等との連絡調整に関すること。 

11.農地、農業用施設及び農作物の被害状況調査に関するこ

と。 

12.水産業被害状況調査に関すること。 

13.商工業関係の被害状況調査に関すること。 

14.商工業者の復旧資金の融資に関すること。 

15.ため池の警戒に関すること。 

16.応急危険度判定活動に関すること。 

17.物価の安定監視 

18.課所管施設の被害状況の調査及び復旧計画に関するこ

と。 
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教育委員会 

(教育部長） 

 

 

 

 

 

生涯学習課 

学校教育課 

教育みらい課 

 

 

 

 

 

1. 児童・生徒の避難等安全確保に関すること。 

2. 小中学校との連絡調整に関すること。 

3. 小中学校の児童・生徒に対する学用品の調達及び支給

に関すること。 

4. 応急教育に関すること。 

5. 保育所の閉鎖等の措置、園児の避難等安全確保及び応

急保育に関すること。 

6. 幼稚園等との連絡調整に関すること 

7. 課所管施設の被害状況の調査及び復旧計画に関す

ること。 

 会計課 

 

 

1. 災害関係費の収入及び支出の審査並びに決算に関する

こと。 

2. 他課への応援に関すること。 

消防本部 

（消防長） 

 

 

1. 消防団との連絡調整に関すること。 

2. 消火活動に関すること。 

3. 消防機関への応援要請に関すること。 

4. 被災者の救出、行方不明者の捜索に関すること。 

5. 救急業務に関すること。 

6. 情報収集に関すること。 

7. 被害調査に関すること。 

8. 必要資機材の調達及び点検整備に関すること。 

9. 医療機関との連絡調整に関すること。 

議会事務局 

(事務局長） 

事務局 1. 町議会議員への連絡に関すること。 

2. 他課への応援に関すること。 

（注）上記の事務分掌は原則的なもので、災害の規模、形態等状況の変化により、各対策部相互に

応援を行い、円滑な災害対策活動を図るものとする。 
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（２） 災害時の組織と配備  

【職員初動マニュアル】 

１．配備区分 

 

【地震災害時】 

配備区分 配備時期 職員の動き 動員人員 

警
戒
配
備 

①津波予報により小規模な津波が発生

する恐れがあるとき。 

②その他必要により町長が当該配備を

指令するとき。 

自動参集 ２０名程度 

災
害
警
戒
本
部
体
制 

Ａ号

配備 

①本町域又は隣接市＊で震度４の地震

が発生したとき。 

②その他必要により町長が当該配備を

指令するとき。 
自動参集 ４０名程度 

災
害
対
策
本
部
体
制 

Ｂ号

配備 

①地震・津波等により中規模の被害が発

生、又は発生する恐れがあるとき。 

②その他必要により、町長が当該配備を

指令するとき。 

連絡のとれる体

制を整えて待機 
７０名程度 

Ｃ号

配備 

①本町域又は隣接市で震度５弱以上の

地震が発生したとき。 

②その他必要により町長が当該配備を

指令するとき。 

自動参集 

全職員 

（再任用職員含

む） 

・警戒配備区分については部長級職員、町長公室各課長、産業まちづくり部各課長、防災担当課職員、その

他当番課長級職員。 

・Ａ・Ｂ号の配備区分については出動職員が定められている。 

・Ｃ号の配備区分については、全職員 

※隣接市とは、岸和田市、泉大津市、和泉市の３市である。 

※各配備体制表は、毎年、年度当初に防災担当課より配布する。 
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【風水害時】 

配備区分 配備時期 職員の動き 動員人員 

警
戒
配
備 

①災害発生の恐れがある気象予警報等

が発令されたとき。 

②その他必要により、町長が当該配備

を指令するとき。 

自動参集 ２０名程度 

災
害
警
戒
本
部
体
制 

Ａ号 

配備 

①気象予警報等により、中規模災害発

生の恐れがあるとの通信情報があ

り、時間、規模等推測困難なとき。 

②本町域内で小規模の災害が発生した

とき。 

③その他必要により、町長が当該配備

を指令するとき。 

連絡のとれる体

制を整えて待

機 

４０名程度 

災
害
対
策
本
部
体
制 

Ｂ号 

配備 

①本町域内で中規模の災害が発生し、

又は発生する恐れがあるとき。 

②その他必要により、町長が当該配備

を指令するとき。 

連絡のとれる体

制を整えて待

機 

７０名程度 

Ｃ号 

配備 

①本町域内で大規模な災害が発生し、

又は発生の恐れがあるとき。 

②その他必要により、町長が当該配備

を指令するとき。 

連絡のとれる体

制を整えて待

機 

全職員 

（再任用職員含

む） 
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２．警戒配備 

災害発生の恐れが差し迫っている状況ではないが、気象予警報または津波予警報が発令さ

れた際に、災害に備えて、総括班が情報の収集及び伝達、通信情報活動を行う。 

 

３．災害警戒本部体制 

通信情報活動を重点的に行う体制である。災害の状況によっては、災害対策本部体制に移

行することもある。 

町長が災害警戒本部長、副町長、教育長が副本部長となり、指揮する。 

勤務時間外において、災害警戒本部員等が参集するまで、総括班の職員により災害情

報収集等を行う。 

 

設置の基準 

地震災害時 

（Ａ号配備） 

①本町域又は隣接市（岸和田市、泉大津市、和泉市）で震度４の地震が

発生したとき。 

②その他必要により、本部長（町長）が当該配備を指令するとき。 

風水害時 

（Ａ号配備） 

①災害発生の恐れがある気象予警報が発表され、かつ時間・規模などが

予測困難であるなど、通信情報活動の必要があるとき。 

②本町域内で小規模な災害が発生したとき。 

③その他必要により、本部長（町長）が当該配備を指令するとき。 

 

災害警戒本部体制 

本 部 長 町長 

副 本 部 長 副町長、教育長 

構 成 員 各部長、部長級の職員 

 

配備・参集の方法 

勤務時間内 庁内放送等による配備指令に従う。 

勤務時間外 あらかじめ定められた勤務時間外の伝達系統により指示を受ける。 
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【勤務時間外の伝達系統及び方法】 

 勤務時間外においては、配備の伝達は、町長公室長、防災担当課長を中心に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．災害対策本部体制 

中規模又は大規模な災害が発生し、又は発生する恐れが確実なとき、その他町長が必要と

認めたときにおいて、避難、救援、応急復旧等が円滑、迅速に行えるよう町の全力をあげて、

防災対策に取り組むため設置する。 

 ただし、気象庁から「特別警報」が発表された場合には、C号配備とし、全職員が自動参

集するものとする。 

 

設置の基準 
 

【地震災害時】 

Ｂ号配備 
①本町域内で中規模の被害が発生、又は発生する恐れがあるとき。 

②その他必要により、本部長（町長）が当該配備を指令するとき。 

Ｃ号配備 
①本町域又は隣接市で震度５弱以上の地震が発生したとき。 

②その他必要により、本部長（町長）が当該配備を指令するとき。 

※隣接市とは、岸和田市、泉大津市、和泉市の３市である 

 

【風水害時】 

Ｂ号配備 
①本町域内で中規模の災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき。 

②その他必要により、本部長（町長）が当該配備を指令するとき。 

Ｃ号配備 
①本町域内で大規模な災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき。 

②その他必要により、本部長（町長）が当該配備を指令するとき。 
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災害対策本部体制 

本 部 長 町長 

副 本 部 長 副町長、教育長 

構 成 員 各部長、部長級の職員 

※災害対策本部は役場５階特別会議室に設置する。 

 

配備、参集の方法 

勤務時間内 庁内放送等による配備指令に従う。 

勤務時間外 

あらかじめ定められた下記の勤務時間外の伝達系統により指示

を受ける。 

ただし、気象庁から特別警報が発表された場合や、震度５弱以上

の地震が発生した場合は、全職員が自動参集する。 

 

【勤務時間外の伝達系統及び方法】 
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（３） 忠岡町自主防災組織一覧表  

 

地区名 組織名 防災倉庫所在地 

東区 東区自治防災部 
子供の広場 

（ゲートボール場）内 

西区 西区自主防災会 西区集会所横 

南区 南区自主防災会 南区集会所横 

北区 北区自主防災会 
子供の広場 

（北区グラウンド）内 

中央 中央自主防災会 町民運動場内 

青空 青空自主防災会 東３丁目１６－１５ 

馬瀬 馬瀬自主防災会 東忠岡幼稚園内 

若竹 若竹自主防災会 馬瀬３丁目１１番地内 

北出 北出自主防災会 
北出１丁目４番地 

（田治米線沿い）内 

高月南 高月南自主防災会 三角公園駐車場 トイレ横 

高月北 高月北自主防災会 高月北集会所横 
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（４） 防災関係機関等連絡先一覧表  

 

防災関係機関等連絡先一覧表 

機  関  名 通信窓口 所  在  地 
電  話  番  号 大阪府防

災 
行政無線 代  表 直  通 

★指定地方行政機関等 

大阪管区気象台 予報課 大阪市中央区大手前 4-1-76   06-6949-6303 816-8930 

近畿地方整備局 企画部 大阪市中央区大手前 1-5-44 06-6942-1141   820-8920 

近畿農政局大阪府拠点  大阪市中央区大手前 1-5-44 06-6943-9691  804-8900 

岸和田海上保安署  岸和田市新港町 1 072-422-3592   814-8900 

泉大津労働基準監督署  泉大津市旭町 22-45 0725-27-1211     

★自衛隊 

陸上自衛隊第三師団 第 3部防衛班 兵庫県伊丹市広畑 1-1 072-781-0021  823-8900 

陸上自衛隊第 37 普通科
連隊 

第三科 和泉市伯太町官有地 0725-41-0090  825-8900 

★大阪府警察 

大阪府警察本部 警備課 大阪市中央区大手前 3-1-11 06-6943-1234   830-8986 

泉大津警察署 警備課 泉大津市田中町 2-12 0725-23-1234     

★大阪府 

大阪府 
危機管理室防
災企画課 

大阪市中央区大手前 2 06-6941-0351 06-6944-6487 200-8920 

大阪港湾局   大阪市住之江区南港北2-1-10 06-6615-7704  322-8920 

同・阪南建設管理課  岸和田市港緑町 4-10 072-439-5261   384-8900 

鳳土木事務所 
地域支援・企
画課 

堺市西区鳳東町 4-390-1 072-273-0123   337-8900 

大阪府和泉保健所 企画調整課 和泉市府中町 6-12-3 0725-41-1342   622-8900 

★指定公共機関及び指定地方公共機関等 

ＪＲ和泉府中駅   和泉府中町 1-1-18 0725-41-0259    

西日本電信電話㈱大阪
支店 

 
大阪市都島区東野田町 4-15-
82 

   835 

日本通運㈱泉州支店 管理課 岸和田市並松町 29-3 0724-39-2223   845 

関西電力送配電㈱岸和
田営業所 

 岸和田市藤井町 3-4-4 0724-23-5481   846-1 

南海電鉄㈱泉大津駅   泉大津市旭町 19-1 0725-32-0209    

大阪ガス㈱ネットワー
クカンパニー南部導管
部 

 堺市堺区住吉橋町 2-2-19 0722-38-2394   844-1 

日本赤十字大阪府支部  大阪市中央区大手前 2-1-7 06-6943-0705 06-6943-0743 837-8980 

大阪広域水道企業団 
忠岡水道セン
ター 

忠岡町忠岡東 1-34-1 0725-22-1122  536-340 

★その他関係機関 

一般社団法人泉大津市
医師会 

 泉大津市宮町 2-25 0725-32-2536     
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資料３ 情報収集伝達・災害広報 
（１） 大阪府防災情報システムによる報告 
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（２） 災害報告取扱要領（記入要領） 

 

１ 人的被害 

 (1)「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認でき

ないが、死亡したことが確実な者とする。また、「災害関連死者」とは、当該災害

による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）に基づき災害が原因

で死亡したものと認められたもの（実際には災害弔慰金が支給されていないもの

も含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。）とする。 

 (2)「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある

者とする。 

 (3)「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

る者のうち 1 月以上の治療を要する見込みのものとする。 

 (4)「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

る者のうち 1 月未満で治療できる見込みのものとする。 

 

２ 住家被害 

 (1)「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であ

るかどうかを問わない。 

 (2)「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住

家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、

住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しな

ければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、

補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若

しくは流出した部分の床面積がその住家の延べ床面積の 70％以上に達した程度の

もの、又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構

成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を

含む。以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の

損害割合が 50％以上に達した程度のものとする。 

 (3)「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわ

ち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具

体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満のもの、又は住

家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家

の損害割合が 20％以上 50％未満のものとする。 

 (4)一部破損」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とす

る程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除

く。 

 (5)「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しない

が、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 
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 (6)「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

３ 非住家被害 

 (1)「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さないものと

する。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

 (2)「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に

供する建物とする。 

 (3)「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

 (4)非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

 

４ その他 

 (1)「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が

不能になったものとする。 

 (2)「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

 (3)「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものと

する。 

 (4) 「学校」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校をい

い、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学

校、特別支援学校、大学及び高等専門学校における教育の用に供する施設とする。 

 (5)「道路」とは、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 2 条第 1 項に規定する道路の

うち、橋りょうを除いたものとする。 

 (6)「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

 (7)「河川」とは、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、若しくは準用される

河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水

利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする

河岸とする。 

 (8)「港湾」とは、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 2 条第 5 項に規定する水域施

設、外かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とす

る。 

 (9)「砂防」とは、砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第 1条に規定する砂防施設、同法

第 3 条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第 3 条の 2 の

規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

 (10)「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

 (11)「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

 (12)「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行

不能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ

航行できない程度の被害を受けたものとする。 

 (13)「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

 (14)「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数

とする。 
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 (15)「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時

点における戸数とする。 

 (16)「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち

最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

 (17)「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

 (18)「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を

維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。例えば寄宿舎、下宿その他

これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これ

を一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分

けて扱うものとする。 

 (19)「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

 

５ 火災発生 

火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。 

 

６ 被害金額 

 (1)「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

 (2)「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関

する法律（昭和 25 年法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、具体的に

は、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

 (3)「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第

97 号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防

施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

 (4)「その他の公共施設」とは、公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外

の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用

に供する施設とする。 

 (5)災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びそ

の他の公共施設については査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ外

書きするものとする。 

 (6)「公共施設災害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及び

その他の公共施設の被害を受けた市町村とする。 

 (7)「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、

農作物等の被害とする。 

 (8)「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の

被害とする。 

 (9)「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の

被害とする。 

 (10)「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、

漁船等の被害とする。 
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 (11)「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器

具等とする。 

 

７ 備考 

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活 動

状況その他について簡潔に記入するものとする。 
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（３） 忠岡町防災行政無線整備状況 
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（４） 忠岡町防災行政無線基地局一覧表 

名   称 所  在  地 

忠岡消防署 忠岡北 1丁目 1番 23 号 

新浜テニスコート 新浜 2丁目 4番 

町民憩いの広場 忠岡中 3丁目 9番 

忠岡中 2丁目局 忠岡中 2丁目 4番 

鉢の様第 3チビッコ老人憩いの広場 忠岡東 3丁目 2番 

忠岡町役場 忠岡東 1丁目 34 番 1 号 

北出 2丁目宮ノ前線 北出 2丁目 17 番 

高月向井田公園 高月北 2丁目 20 番 
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（５） 防災行政無線個別受信機設置場所一覧表 

設 置 場 所 所 在 地 グループ種別 

忠岡町役場（防災行政無線室） 忠岡東1-34-1 モニター用 

忠岡町役場（防災担当課） 忠岡東1-34-1 モニター用 

忠岡町消防本部 忠岡北1-1-23 消防施設 

文化会館 忠岡南1-18-17 避難所 

図書館 忠岡南1-18-17 避難所 

忠岡中学校 忠岡東1-17-5 避難所 

忠岡小学校 忠岡南1-12-30 避難所 

東忠岡小学校 馬瀬2-17-1 避難所 

東忠岡幼稚園 馬瀬2-17-2 避難所 

総合福祉センター 忠岡南1-9-15 避難所 

東忠岡保育所 馬瀬2-17-3 避難所 

高月コミュニティセンター 高月南3-3-5 避難所 

東忠岡老人憩いの家 北出2-1-21 福祉施設 

忠岡斎場 忠岡南2-17-33 その他 

北出浄水場 北出3-1-8 その他 

忠岡雨水ポンプ場 新浜1-9-1 その他 

クリーンセンター 新浜2-5-46 その他 

忠岡町児童館 忠岡東1-34-1 その他 
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資料４ 備蓄関係 
（１） 忠岡町災害用備蓄物資等の考え方 

 

１ 重点品目物資確保の基準について 

 (1)食糧 

    避難所避難者数×３食×３日×1.2 

    なお、1.2 という係数は、避難所避難者以外の食糧需要を想定したもの。 

 (2) 高齢者食 

    (1)で算出した数量のうち、５％（80 歳以上人口比率）を高齢者食とする。 

 (3)毛布 

    避難所避難者数×必要枚数２枚/人 

 (4) 乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク 

   【粉ミルク】 

    避難所避難者数×1.6％（0～1 歳人口比率）×70％（人工授乳率）×130ｇ/人

/日×３日 

   【液体ミルク】 

    避難所避難者数×1.6％（0～1 歳人口比率）×70％（人工授乳率）×１リット

ル/人/日×３日 

 (5)哺乳瓶 

    避難所避難者数×1.6％（0～1歳人口比率）×70％（人工授乳率）×１本/人 

 (6)乳児・小児用おむつ 

    避難所避難者数×2.5％（0～2歳人口比率）×８枚/人/日×３日 

    なお、８枚/人/日は３時間で１枚使用するとの平均データから算出 

 (7)大人用おむつ 

    避難所避難者数×必要者割合 0.5％×８枚/人/日×３日 

    なお、８枚/人/日は３時間で１枚使用するとの平均データから算出 

 (8)簡易トイレ 

    避難所避難者数×１％（避難所避難者 100 人に１基） 

 (9)生理用品 

    避難所避難者数×48％（12～51 歳人口比率）×52％（12～51 歳女性人口比率）

×５/32（月経周期)×５枚/人/日×３日 

    なお、対象年齢 12 歳から 51 歳、月経周期 5 日/32 日については、日本産婦人

科学会編著「女と男のディクショナリー」参照 

 (10)トイレットペーパー 

    避難所避難者数×7.5ｍ/人/日×３日 

    ＮＰＯ緊急災害備蓄推進協議会によると４人家族で 150ｍ巻き６ロールを約１

か月分としている。150ｍ×６ロール÷４人÷30 日＝7.5ｍ/人/日 
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(11)マスク 

    避難所避難者数×３日 

 

※重点品目物資の確保の基準については、大阪府救援物資対策協議会による「大規模災害時における救援物

資に関する今後の備蓄方針」に基づき、町内に最も甚大な被害が見込まれる「南海トラフ巨大地震」を想

定災害とし、重点品目物資の必要量算出根拠となる避難所避難者数を「3,397 人」とする。 

※上記 11 品目は、本町と大阪府で１：１を基本とした役割分担の下、必要量を備蓄する。 

（「哺乳瓶」のみ、本町が必要分(100％)、大阪府が予備分を備蓄する。） 

 

２ 避難所必要面積について 

  避難所生活者数（一人当たり１．６５㎡）を収容することができる避難所面積を確保 

 

３ 広域避難地必要有効面積について 

延焼火災から一時的に避難することができる広域避難地（一人当たり１㎡）の有効面

積を確保 

 

４ 応急仮設住宅建設予定地について 

全壊に消失を加えた世帯数に救助法の設置戸数（３割）を勘案し、１戸当たり５０㎡

（救助法の住宅基準の約２倍）で算出した応急仮設住宅建設予定地面積を確保 
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（２） 忠岡町災害用備蓄物資等の状況 

（注）大阪府と本町との役割分担は、大阪府１：本町１を基本とする。ただし、「哺乳瓶」については、本町

は必要分（100％）、大阪府は予備分とする。 

 

 

 

 

 

物 資 名       目標量の考え方 目標量 現保有量 

食糧 避難所避難者数×３食×３日×1.2  18,344食 19,620食 

高齢者食 
上記で算出した数量のうち、５％（80歳

以上人口比率）を高齢者食とする。 
918食 1,150食 

毛布 避難所避難者数×必要枚数２枚/人 3,397枚 1,300枚 

乳児用粉ミルク 

又は 

乳児用液体ミルク 

【粉ミルク】 

避難所避難者数×1.6％（０～１歳人口比

率）×70％（人工授乳率）×130ｇ/人/日

×３日 

【液体ミルク】 

避難所避難者数×1.6％（０～１歳人口比

率）×70％（人工授乳率）×１リットル/

人/日×３日 

7,420ｇ 7,776ｇ 

哺乳瓶 
避難所避難者数×1.6％（０～１歳人口比

率）×70％（人工授乳率）×１本/人 
39本 40本 

乳児・小児用おむつ 
避難所避難者数×2.5％（０～２歳人口比

率）×８枚/人/日×３日 
1,020枚 1,152枚 

大人用おむつ 
避難所避難者数×必要者割合0.5％×８枚

/人/日×３日 
204枚 250枚 

簡易トイレ 
避難所避難者数×１％（避難所避難者100

人に１基） 
17基 16基 

生理用品 

避難所避難者数×48％（12～51 歳人口比

率）×52％（12～51 歳女性人口比率）×

５/32（月経周期）×５枚/人/日×３日 

994枚 4,932枚 

トイレットペーパー 避難所避難者数×7.5ｍ/人/日×３日 38,217ｍ 43,200ｍ 

マスク 避難所避難者数×３日 5,096枚  76,980枚 
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（３） 大阪府選定の防災拠点 
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（４） 広域緊急交通路図 
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資料５ 医療・衛生等関係 
（１） 町内医療機関一覧表 

町内医療機関 

番号 名称 住所 診療科目 電話番号 

1 
医療法人穂仁会 

聖祐病院 
忠岡町忠岡北 1－3－7 

内科・外科・整形外科・

リハビリテーション科 

・放射線科 

20‐6650 

2 おくだ医院 
忠岡町忠岡東 1－21－27

プリムローズ桜井 1階 

内科・循環器科・リハビ

リテーション科・麻酔科 
31‐0728 

3 真嶋医院 忠岡町忠岡東 1－15－17 内科・外科・胃腸科 32‐2481 

4 安明医院 忠岡町忠岡南 1－14－3 内科・胃腸科 33‐5916 

5 加藤医院 忠岡町忠岡中 1－11－12 
内科・リハビリテーショ

ン科 
20‐2600 

6 村田内科 忠岡町高月北 2－16－34 内科・循環器科 46‐3700 

7 
八木レディースク

リニック 
忠岡町忠岡東 1－22－39 産婦人科・内科 20‐0312 

8 
安藤外科・整形外

科医院 
忠岡町忠岡東 1－39－29 

外科・整形外科・内科・

皮膚科・肛門外科・リハ

ビリテーション科・放射

線科 

22‐5515 

9 やぎ医院 忠岡町忠岡東 1－7－16 内科・麻酔科 23‐8864 

10 大山クリニック 忠岡町忠岡東 1－40－28 内科、血液内科 32‐1831 

11 中川クリニック 
忠岡町忠岡東 2－22－15

－13 
小児科 22‐1611 

12 
さかい眼科クリニ

ック 
忠岡町忠岡東 1－20－23 眼科 20‐3103 

13 
あい眼科クリニッ

ク 
忠岡町馬瀬 3－4－1 眼科 22‐8180 

14 医療法人安藤医院 忠岡町忠岡東 1－39－29 耳鼻咽喉科 32‐1996 

15 正木歯科医院 忠岡町忠岡中 3－2－3 歯科 22‐2007 

16 杉原歯科医院 忠岡町忠岡中 2－18－2 歯科 22‐5576 

17 タニ歯科医院 忠岡町忠岡中 1－11－25 歯科 33‐7766 

18 寺本歯科 
忠岡町忠岡東 1－18－17

－1 
歯科 21‐6480 

19 真嶋歯科医院 忠岡町忠岡東 1－15－17 歯科 33‐0418 

20 よねもと歯科 忠岡町忠岡南 1－3－22 歯科 31‐4181 

21 斎藤歯科医院 忠岡町忠岡東 2－8－5 歯科 22‐8148 

22 坂田歯科医院 忠岡町忠岡東 1－39－9 歯科 33‐1050 

23 ゆり歯科医院 忠岡町忠岡北 1－3－8 歯科 22‐6680 

24 
忠岡駅前ハシモト

デンタルオフィス 

忠岡町忠岡東 1－14－12

カツモトビル 2階 
歯科 22‐2685 
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（２） 町内衛生等関係機関一覧表  
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（３） 町内火葬場一覧表 

 

火葬場 
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資料６ 消防・水防関係 
（１） 消防力の整備指針と現有消防力の比較 

 

（施  設） 

区       分 基 準 現 有 

署所の数 1 1 

消防ポンプ自動車（非常用除く） 2 2 

はしご自動車又は屈折はしご自動車 1 0 

化学車 2 0 

救急自動車（非常用除く） 1 １ 

救助工作車 1 0 

指揮車（広報車代替） １ 1 

合      計 9 5 

 

(人   員） 

区      分 基 準 現有人員 

消防隊 

消防ポンプ自動車 27 21 

はしご自動車・屈折はしご自動車 
0 

（乗換運用） 
0 

化学車 

（泡放出設備を備えた消防ポンプ車） 

0 

（乗換運用） 
0 

救急隊員 救急自動車 9 6 

救助隊員 救助工作車 15 0 

指揮隊員 指揮車(広報車代替) 9 3 

通信員 5 2 

予防要員 5 2 

庶務の処理等のために必要な人員 5 4 

合      計 75 38 
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（２） 現有消防水利 

  消火栓 防火水槽 その他の水利 
合 

 
 

計 

公  

設 

私

設 
計 

公

設 

私設

(指定

水利) 

計 池 
河

川 

井

戸 

海

岸 
計 

高月 40  40 1 2 3      43 

北出 33  33 3 1 4      37 

馬瀬 29  29 1  1      30 

忠岡東 69  69 3 2 5      74 

忠岡南 24  24 3  3      27 

忠岡中 43  43 2 2 4      47 

忠岡北 42  42  3 3      45 

新浜 31  31  7 7    10 10 48 

合計 311  311 13 17 30    10 10 351 

※基準を満たしている消防水利 

 

（３） 公設消火栓口径別及び比率 

※基準を満たしている消火栓 

 

 

 

 

 

 高 

月 

北 

出 

馬 

瀬 

忠
岡
東 

忠
岡
南 

忠
岡
中 

忠
岡
北 

新 

浜 

合 

計 

比 

率 

75mm 4 6 5 17 1 8 3  44 14.1 

100mm 15 3 4 12 4 6 10 14 68 21.9 

150mm 21 11 12 27 13 21 16 6 127 40.8 

200mm   1 8 6 8 13  36 11.6 

250mm  8 7 5    6 26 8.4 

300mm  5       5 1.6 

350mm        5 5 1.6 

合  計 40 33 29 69 24 43 42 31 311 100.0 

区
分 

地
域
別 

地
域 口

径 
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（４） 公設防火水槽・耐震性貯水槽設置場所一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
区

設
置

場
所

名
称

貯
水

容
積

水
量

水
利

基
準

耐
震

性
備

考

高
月

高
月

北
2
-
2
0

防
火

水
槽

　
１

6
0
㎥

○
○

H
1
0
年

1
0
月

設
置

北
出

北
出

2
-
1
7

防
火

水
槽

　
２

1
0
0
㎥

○
○

H
1
1
年

1
0
月

設
置

北
出

北
出

2
-
4

防
火

水
槽

　
３

2
2
0
ｃ
ｍ

×
6
2
0
ｃ
ｍ

×
3
0
0
ｃ
ｍ

4
0
㎥

○
Ｈ

1
3
年

1
1
月

設
置

北
出

北
出

3
-
2

防
火

水
槽

　
４

2
2
0
ｃ
ｍ

×
5
8
0
ｃ
ｍ

×
3
1
0
ｃ
ｍ

4
0
㎥

○
Ｈ

1
4
年

1
1
月

設
置

馬
瀬

馬
瀬

2
-
1
7
-
3

防
火

水
槽

　
５

6
0
㎥

○
○

Ｈ
9
年

1
0
月

設
置

忠
岡

東
1

忠
岡

東
1
-
1
7
-
5

防
火

水
槽

　
６

内
径

2
5
0
ｃ
ｍ

　
深

さ
4
3
0
ｃ
ｍ

2
1
㎥

Ｓ
54

年
12

月
防

火
井

戸
か

ら
防

火
水

槽
へ

改
装

忠
岡

東
2
・
3

忠
岡

東
2
-
4

防
火

水
槽

　
７

内
径

2
5
0
ｃ
ｍ

　
深

さ
4
0
0
ｃ
ｍ

2
0
㎥

Ｓ
4
9
年

6
月

設
置

忠
岡

東
2
・
3

忠
岡

東
3
-
1
2

防
火

水
槽

　
８

6
7
0
ｃ
ｍ

×
3
7
0
ｃ
ｍ

×
1
6
5
ｃ
ｍ

4
0
㎥

○
Ｓ

4
4
年

9
月

設
置

忠
岡

東
2
・
3

忠
岡

東
3
-
1
8

防
火

水
槽

　
９

2
0
0
ｃ
ｍ

×
6
4
0
ｃ
ｍ

×
3
2
0
ｃ
ｍ

4
0
㎥

○
Ｈ

1
6
年

3
月

設
置

忠
岡

南
忠

岡
南

1
-
1
2
-
3
0

防
火

水
槽

　
１

０
内

径
2
5
0
ｃ
ｍ

　
深

さ
4
4
0
ｃ
ｍ

2
2
㎥

Ｓ
5
0
年

8
月

設
置

忠
岡

南
忠

岡
南

1
-
1
2
-
3
0

防
火

水
槽

　
１

１
6
0
㎥

○
○

Ｈ
9
年

1
0
月

設
置

忠
岡

南
忠

岡
南

1
-
1
2
-
3
0

防
火

水
槽

　
１

２
1
3
6
㎥

○
Ｈ

1
3
年

9
月

設
置

忠
岡

南
忠

岡
南

3
-
1
1

防
火

水
槽

　
１

３
1
0
0
㎥

○
○

Ｈ
1
2
年

1
0
月

設
置

忠
岡

中
忠

岡
中

1
-
1
8

防
火

水
槽

　
１

４
内

径
2
5
0
ｃ
ｍ

　
深

さ
4
3
0
ｃ
ｍ

2
1
㎥

Ｓ
5
3
年

防
火

水
槽

へ
改

装
（
私

有
地

）

忠
岡

中
忠

岡
中

1
-
2
6

防
火

水
槽

　
１

５
内

径
2
5
0
ｃ
ｍ

　
深

さ
4
6
0
ｃ
ｍ

2
3
㎥

Ｓ
5
2
年

2
月

設
置

忠
岡

中
忠

岡
中

2
-
2
1

防
火

水
槽

　
１

６
内

径
2
5
0
ｃ
ｍ

　
深

さ
4
3
0
ｃ
ｍ

2
1
㎥

Ｓ
5
4
年

6
月

設
置

（
私

有
地

）

忠
岡

中
忠

岡
中

1
-
2
4

防
火

水
槽

　
１

７
6
0
㎥

○
○

H
1
0
年

1
0
月

設
置

忠
岡

中
忠

岡
中

2
-
1
5

防
火

水
槽

　
１

８
2
1
0
ｃ
ｍ

×
6
5
5
ｃ
ｍ

×
3
0
0
ｃ
ｍ

4
0
㎥

○
H

1
3
年

1
1
月

設
置

忠
岡

東
忠

岡
東

１
－

３
４

－
１

防
火

水
槽

　
１

９
1
0
0
㎡

〇
〇

H
1
0
年

３
月

設
置
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（５） 忠岡町消防団の組織 
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長
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団
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員
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二
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団

分
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長

副

分
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第

一

分

団
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資料７ ライフライン関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 整備済 計画人口 整備済人口

（ha） （ha） （人） （人） （％）

汚　水 297.00 280.44 17,600 16,582 97.2  人口普及率

雨　水 297.00 208.74 17,600 12,280 70.2
 面積普及率
 （10年確率）

面　積 人　口

備　考
普及率

区　分

下水道施設一覧表 令和２年３月31日現在

（ａ）
晴天時
最　大

雨天時
最　大

忠岡
雨水ポンプ場

第２排水区
忠岡町
新浜一丁目

63.4 － 1,060

ポンプ施設一覧表

１分間の揚水量

ポンプ施設
の名称

排水区の
名　称

ポンプ施
設の位置

敷地面積
（㎥）

ポンプ施
設の名称

主要な施
設の名称

数

４台

１台

１台

ポンプ室 １棟

型式　立軸斜流ポンプ

1,360㎜×233㎥／分×6.8ｍ×550PS

ポンプ施設の敷地内の主要な施設

忠岡雨水
ポンプ場

雨水沈砂池

ポンプ設備

放流渠

1,050㎜×130㎥／分×6.8ｍ×320PS

600㎜×42㎥／分×6.8ｍ×75kw

鉄筋コンクリート造　495㎡

鉄筋コンクリート造　暗渠　幅3.5ｍ×長55.0ｍ×深2.45ｍ

流量　17.67㎥／秒、流速　2.06ｍ／秒

６池

能　　力

鉄筋コンクリート造　幅4.0ｍ×長18.0ｍ×深2.5ｍ

滞留時間 60秒

水面積負荷　3600㎥／㎡／日
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番号 施設種別 名称 住所 電話番号 洪水 津波 高潮

1 社会福祉施設 ピープルライティングスクール泉北 高月北1-12-2 46-3683 ○

2 社会福祉施設 ピープルケアハウスいずみ 高月北1-12-4 46-3693 ○

3 社会福祉施設 ピープルハウス忠岡 高月北1-11-3 46-3333 ○

4 社会福祉施設 デイサービスセンター健樂舎母屋 北出3-3-20 31-0148 ○

5 社会福祉施設 デイサービスセンター健樂舎 高月南2-2-8 20-0121 ○

6 社会福祉施設 デイサービス花れん 馬瀬3-10-13 32-3033 ○

7 社会福祉施設 リハビリデイサービスいずみ 忠岡中1-11-25 32-4509

8 社会福祉施設 有）あんずデイサービスセンター 馬瀬1-9-2 33-4165 ○

9 社会福祉施設 アムール忠岡（グループホーム） 忠岡東2-15-38 20-0818

10 社会福祉施設 デイサービスセンターほがらか 忠岡東2-14-6 31-8266

11 社会福祉施設 療養通所介護アネトス 忠岡東1-15-28 32-2884 ○

12 社会福祉施設 アムール忠岡アネックス（グループホーム） 忠岡中1-5-26 22-8788

13 社会福祉施設 アムール忠岡（小規模多機能型居宅介護） 忠岡中1-5-26 22-8788

14 社会福祉施設 NPOデイサービスよりあい倶楽部忠岡 忠岡南1-3-19 20-6460

15 社会福祉施設 忠岡町総合福祉センター 忠岡中1-9-15 22-0367

16 社会福祉施設 有料老人ホーム綺麗 高月南3-15-4 23-7900 ○

17 社会福祉施設 ポラリスデイサービスセンター忠岡町 忠岡中1-8-17 23-7300

18 社会福祉施設 デイサービス虹 忠岡南2-21-15 32-2530 ○

19 社会福祉施設 デイサービスセンターたゆた 忠岡北2-11-24 24-3339 ○ ○ ○

20 社会福祉施設 丸福tadaoka 馬瀬1-16-1 20-5155 ○

21 社会福祉施設 生活介護事業所スクエア 高月南2-4-14 58-6165 ○

22 社会福祉施設 障がい者支援センタークローバー 馬瀬1-4-13 22-1777 ○

23 社会福祉施設 こどもデイサービス ハニーコスモス 忠岡中1-10-4 20-6137

24 社会福祉施設 リハこどもデイ アイビー 馬瀬1-1-8 90-6123 ○

25 社会福祉施設 リハこどもデイ メイフラワー 馬瀬3-2-5 21-3336 ○

26 社会福祉施設 こどもデイサービス アレ・オリヴィエ 忠岡南1-4-8 30-2941

27 社会福祉施設 リハこどもデイ フクシア 高月南3-8-37 20-0830 ○

28 社会福祉施設 就労継続支援B型事業所オリーヴ 馬瀬2-15-9 33-2310 ○

29 社会福祉施設 障がい支援 ハピネス 忠岡北3-14-33 23-1380 ○ ○ ○

30 社会福祉施設 児童館 忠岡東1-34-1 22-1122 ○

31 社会福祉施設 チューリップ保育園 忠岡南1- 2-17 20-0331 ○

32 社会福祉施設 ピープル忠岡チャイルドスクール 忠岡中2-16-25 20-0555 ○ ○ ○

33 社会福祉施設 東忠岡保育所 馬瀬2-1 7-3 33-6700 ○

34 その他 東忠岡老人いこいの家 北出2-1-21 22-1567 ○

35 その他 ユアサイド忠岡South 北出2-20-32 51-7062 ○

36 その他 ユアサイド忠岡North 北出2-20-31 51-7062 ○

37 その他 医療法人愛朗会おくだ医院（通所リハ） 忠岡東2-16-2 23-0132

38 その他 ナーシングホーム忠岡さつき通り 忠岡東1-39-29 22-8022

39 その他 リヴ・はっぴぃーきらら 忠岡北2-11-23 22-1229 ○ ○ ○

40 その他 リーブル忠岡 忠岡東1-17-8 20-5522 ○

41 その他 サンテきらら忠岡 忠岡北2-10-7 22-1234 ○ ○ ○

42 その他 サービス付き高齢者向け住宅健樂舎 高月南2-2-8 20-0121 ○

43 その他 和泉しんのう庵 高月北2-10-28 45-1710 ○

44 学校 東忠岡幼稚園 馬瀬2-17-2 32-6940 ○

45 学校 忠岡小学校 忠岡南1-12-30 21-6780 ○

46 学校 東忠岡小学校 馬瀬2-17-1 21-6550 ○

47 学校 忠岡中学校 忠岡東1-17-5 33-5901 ○

48 医療施設 医療法人穂仁会 聖祐病院 忠岡北1-3-7 20-6650 ○ ○

49 医療施設 医療法人医敬会 安藤外科・整形外科医院 忠岡東1-39-29 22-5515 ○
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（３） 避難路一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線番号 路線名
29 大阪臨海線
229 田治米忠岡線

路線番号 路線名
1-76 新浜１号線
2-1 中央線
1-5 浜道線
1-1 本通り線
1-7 新開通り線
1-6 泉大津岸和田線
2-22 忠岡51号線

府道

町道

避難路一覧
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（４） 避難経路図 
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資料９ 条例関係 
（１） 防災会議条例 

  ○忠岡町防災会議条例 

          昭和 38 年７月 17 日条例第 17 号 

        改正 

            昭和 52 年２月 25 日条例第１号 

            平成８年３月５日条例第 16 号 

            平成 12 年３月８日条例第２号 

            平成 24 年９月 18 日条例第 13 号 

   

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第６項の規

定に基づき、忠岡町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定

めることを目的とする。 

 （所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (１) 忠岡町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 (２) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

 (３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

 (４) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属

する事務 

 （会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

 (２) 大阪府の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

 (３) 大阪府警察の警察官のうちから町長が任命する者 

 (４) 町長が、その部内の職員のうちから指名する者 

 (５) 町の教育委員会の教育長 

 (６) 町の消防署長及び消防団長 

 (７) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

 (８) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する  

  者 

 (９) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者 

 (10) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者 
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６ 前項の委員の定数は、33 人以内とする。 

７ 第５項第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、その前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

 （専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、町の職員、関係指定公共機

関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任

命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものと

する。 

 （部会） 

第５条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

定する者がその職務を代理する。 

 （議事等） 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必

要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和 52 年２月 25 日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成８年３月５日条例第 16 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 12 年３月８日条例第２号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 12 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 24 年９月 18 日条例第 13 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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（２） 忠岡町災害対策本部条例 

  ○忠岡町災害対策本部条例 

          昭和 39 年３月 25 日条例第 22 号 

        改正 

            平成８年３月５日条例第 17 号 

            平成 24 年９月 18 日条例第 13 号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条の２第８項

の規定に基づき、忠岡町災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要

な事項を定めることを目的とする。 

 （所掌事務） 

第２条 災害対策本部は、本町防災会議と緊密な連絡のもとに、地域防災計画に基づ

き、災害予防及び災害応急対策を実施する。 

 （本部長及び本部員） 

第３条 災害対策本部は、本部員をもって組織する。 

２ 災害対策本部長は、町長をもって充てる。 

３ 災害対策副本部長並びに災害対策本部員は、町長が部内の職員のうちから任命す

る。 

４ 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、部内の職員を指揮監督する。 

５ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故あるとき

は、その職務を代理する。 

６ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 （部及び事務局） 

第４条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部及び事務局を置

くことができる。 

２ 部及び事務局に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長及び事務局に事務局長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部

員がこれに当たる。 

４ 部長はその部、事務局長はその事務局の事務を掌理する。 

 （雑則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本

部長が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日からこれを実施する。 

   附 則（平成８年３月５日条例第 17 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 24 年９月 18 日条例第 13 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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（３） 忠岡町防災行政無線局管理運用規程 

   

               平成 12 年２月１日規程第１号 

            改正 

             平成 12 年 12 月 29 日規程第４号 

             平成 19 年３月 27 日規程第２号 

             平成 28 年１月 13 日規程第１号 

 

（趣旨）      

第１条 この規程は、忠岡町防災行政無線局（以下「防災行政無線局」という。）の管

理及び運用に関し、電波法（昭和 25 年法律第 131 号。以下「法」という。）及び関係

法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところ

による。 

(１) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。 

(２) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、

当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。 

(３) 親局 特定の２以上の受信設備に対し、同時に同一の内容の通報を送信する無

線局をいう。 

(４) 子局 親局の通信の相手方となる受信設備をいう。 

（防災行政無線局の配置） 

第３条 無線局の配置は、別表のとおりとする。 

（総括管理者） 

第４条 無線局に、総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は、無線局の管理及び運営を総括し、総括責任者を指揮監督する。 

３ 総括管理者は、町長とする。 

（総括責任者） 

第５条 無線局に、総括責任者を置く。 

２ 総括責任者は、総括管理者の命を受け、管理責任者を指揮監督する。 

３ 総括責任者は、防災事務を所管する部長をもって充てる。 

（管理責任者） 

第６条 無線局に、管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を所掌する

とともに、日常の運用管理を行うものとする。 

３ 管理責任者は、防災事務を所管する課長をもって充てる。 

（通信担当者） 

第７条 無線局に、通信担当者を置く。 

２ 通信担当者は、法第 40 条第１項の資格を有するもののうち、同法第 51 条に基づ
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き町長が無線従事者として選任を届け出た者をもってこれに充てる。 

３ 通信担当者は、管理責任者の指示を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌す

る。 

（備付書類） 

第８条 管理責任者は、法令及び関係法令等に基づく業務関係書類を管理及び保管す

る。 

２ 無線業務日誌は、定期的に管理責任者の閲覧を受けるものとする。 

（無線従事者の届出） 

第９条 総括管理者は、無線従事者に異動が生じたときは、法第 51 条の規定により、

速やかにその旨を近畿総合通信局長に届け出なければならない。 

（無線設備の保守点検） 

第 10 条 総括管理者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、定期的に保守点

検を行う。 

（通信訓練） 

第 11 条 総括責任者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟

を図るため、定期的な通信訓練を実施するものとする。 

（通信事項等） 

第 12 条 無線局により通信する事項は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 地震、台風等の非常事態に関する予報及び警報 

(２) 行政事務に関する事項 

(３) その他必要と認められる事項 

２ 通信に使用する用語は、できる限り簡潔にしなければならない。 

（通信の申込み） 

第 13 条 通信する場合の手続は、次の各号の定めるところによる。 

(１) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについて、防災行

政無線により通信する場合は、防災行政無線通信依頼書（別記様式）を管理責任

者に提出しなければならない。 

(２) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。 

(３) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定する

ものとする。 

（通信統制） 

第 14 条 総括責任者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、情報の円

滑かつ効率的な伝達を図るため、通信順序の指定を行う等、通信統制を行うものとす

る。 

２ 事故その他の理由により、総括責任者が前項の通信統制を行うことができないと

きは、管理責任者が通信統制を行うものとする。 

（委任） 

第 15 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が別に定める。 

附 則 
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この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12 年 12 月 29 日規程第４号） 

この規程は、平成 13 年１月６日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 27 日規程第２号） 

この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年１月 13 日規程第１号） 

この規程は、公布の日から施行する。 
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（４） 忠岡町災害弔慰金の支給等に関する条例 

  ○忠岡町災害弔慰金の支給等に関する条例 

          昭和 57 年 12 月 25 日条例第 38 号 

          改正 

            昭和 62 年３月 11 日条例第７号 

            平成３年 12 月 21 日条例第 28 号 

            平成 25 年 12 月 13 日条例第 26 号 

令和元年６月 20 日条例第３号 

令和元年９月 10 日条例第 13 号 

 

   

（目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号。以

下「法」という。）及び同法施行令（昭和 48 年政令第 374 号。以下「令」という。）

の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔

慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見

舞金の支給、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資

金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲

げるところによる。 

(１) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が

生ずることをいう。 

(２) 町民 災害により被害を受けた当時、本町の区域内に住所を有した者をいう。 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 町は、町民が令第１条に規定する災害（以下第 11 条までにおいて「災害」と

いう。）により死亡したときは、その遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとす

る。 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、そ

の順位は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族（兄

弟姉妹を除く。以下この項において同じ。）を先にし、その他の遺族を後にする。 

(２) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 
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(３) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であっ

て兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居

し、又は生計を同じくしていた者に限る。）に対して、災害弔慰金を支給するも

のとする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後に

し、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、

父母の養父母を先にし、実父母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定により難いときは、

前２項の規定にかかわらず、第１項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給す

ることができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上

あるときは、その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者１人あたりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当

時においてその死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計

を主として維持していた場合にあっては、500 万円とし、その他の場合にあっては、

250 万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に第９条から第 11

条までに規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該

支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

（死亡の推定） 

第６条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第

４条の規定によるものとする。 

（支給の制限） 

第７条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。 

(１) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場

合 

(２) 令第２条に規定する場合 

(３) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情がある

ため、町長が支給を不適当と認めた場合 

（支給の手続） 

第８条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規定で定

めるところにより支給を行うものとする。 

２ 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求め

ることができる。 

（災害障害見舞金の支給） 

第９条 町は、町民が災害により負傷し又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固    

定したときを含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民（以下「障

害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（災害障害見舞金の額） 
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第 10 条 障害者１人あたりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し

又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場

合にあっては 250 万円とし、その他の場合にあっては 125 万円とする。 

（準用規定） 

第 11 条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

（災害援護資金の貸付け） 

第 12 条 町は、令第３条に掲げる災害により法第 10 条第１項各号に掲げる被害を受

けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資

金の貸付けを行うものとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10 条第１項に規定する要件に該当す

るものでなければならない。 

（災害援護資金の限度額等） 

第 13 条 災害援護資金の１災害における１世帯あたりの貸付け限度額は、災害による

当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負

傷」という。）があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損

害（以下「家財の損害」という。）及び住居の損害がない場合 150 万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250 万円 

ウ 住居が半壊した場合 270 万円 

エ 住居が全壊した場合 350 万円 

(２) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150 万円 

イ 住居が半壊した場合 170 万円 

ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） 250 万円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350 万円 

(３) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、

その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、

「270 万円」とあるのは「350 万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」と、

「250 万円」とあるのは「350 万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10 年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条第２

項括弧書の場合は、５年）とする。 

（保証人及び利率） 

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、

据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年 1.5

パーセントとする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担する

ものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 
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（償還等） 

第 15 条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、

いつでも繰上償還をすることができる。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第 13

条、第 14 条第１項及び第 16 条並びに令第８条、第９条及び第 12 条の規定による

ものとする。 

（規則への委任） 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和 57 年７月 10 日以後生じた災害に関して

適用する。 

（災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の廃止） 

２ 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例（昭和 49 年忠岡町条例

第 34 号）は、この条例施行の日から廃止する。 

附 則（昭和 62 年３月 11 日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 13 条第１項の規定は、昭和 61 年７月

10 日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け

について適用する。 

附 則（平成３年 12 月 21 日条例第 28 号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の忠岡町災害弔慰金の支給等に関する条例

（以下「改正後の条例」という。）第５条の規定は、平成３年６月３日以後に生じた災害

により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第 10 条の

規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支

給について、改正後の第 13 条第１項の規定は、同年５月 26 日以後に生じた災害により

被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

附 則（平成 25 年 12 月 13 日条例第 26 号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は、平成 23 年３月 11

日以後に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用する。 

附 則（令和元年６月 20 日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第 14 条並びに第 15 条第１項及び第３項の規定は、平成 31 年４月１日以

後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け

について適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する

災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

附 則（令和元年９月 10 日条例第 13 号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の忠岡町災害弔慰金の支給等に関

する条例第 15 条第３項の規定によりされている償還免除、一時償還、違約金及び

償還金の支払猶予は、改正後の忠岡町災害弔慰金の支給等に関する条例第 15 条第

３項の規定によりされた償還金の支払猶予、償還免除、一時償還及び違約金とみな

す。 
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（５） 忠岡町災害見舞金等支給条例 

  ○忠岡町災害見舞金等支給条例 

          昭和 45 年３月 14 日条例第８号 

        改正 

            昭和 47 年９月 30 日条例第 30 号 

            昭和 48 年５月 31 日条例第 22 号 

            昭和 49 年７月 12 日条例第 34 号 

            昭和 53 年９月 28 日条例第 26 号 

            昭和 58 年３月 11 日条例第９号 

            平成 15 年３月 13 日条例第４号 

            平成 24 年６月 29 日条例第 10 号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害を受けた被災者を見舞い弔慰金又は見舞金を支給し、もっ

て社会福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「災害」とは、次に定めるものをいう。 

 (１) 火災及び風水害による被害 

 (２) 大規模爆発による被害 

 （給付） 

第３条 第１条の目的を達成するため、次に掲げる給付を行う。 

 (１) 前条の災害による死亡者に対しては災害弔慰金の給付 

 (２) 前条の災害により治療期間30日以上の傷害を受けた者又は被災した世帯に対

しては、災害見舞金の給付 

２ 前項第１号に規定する死亡者とは、災害を受けその直後の結果として災害を受け

たときから 180 日以内に死亡した者をいう。 

３ 前条に規定する災害が本人の故意又は重大な過失による場合は、第１項の給付を

行わない。 

４ 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例（昭和 49 年忠岡町条例

第 34 号）の規定により災害弔慰金の支給を受けた者には本条例による災害弔慰金

の給付を行わない。 

 （受給要件） 

第４条 前条第１項の給付を受けることができる者は、本町に居住し、かつ住民基本

台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）の規定により記録されている者とする。 

２ 前条第１項第２号の規定による被災した世帯にあっては、前項の要件を有する者

の現に居住している家屋が全焼、半焼、部分焼、類損、全壊、半壊、床上浸水又は

大規模爆発による家屋等の小破した場合とする。ただし、大規模爆発による受給要

件の認定については、町長が定める。 

 （給付期間） 
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第５条 災害見舞金等の給付期間は災害を受けたときから１年以内とする。 

 （給付の額） 

第６条 第３条第１項に規定する給付の額は、別表のとおりとする。 

 （委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、昭和 45 年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和 47 年９月 30 日条例第 30 号） 

 （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和 47 年９月 16 日から適用する。 

   附 則（昭和 48 年５月 31 日条例第 22 号） 

 （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和 48 年５月６日から適用する。 

   附 則（昭和 49 年７月 12 日条例第 34 号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和 53 年９月 28 日条例第 26 号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和 53 年７月 17 日から適用する。 

   附 則（昭和 58 年３月 11 日条例第９号） 

 この条例は、昭和 58 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 15 年３月 13 日条例第４号） 

 この条例は、平成 15 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 24 年６月 29 日条例第 10 号） 

 この条例は、平成 24 年７月９日から施行する。 

 

別表 

区分 基準 金額 

災害弔慰金 死亡のとき 200,000 円 

災害見舞金 

治療期間が 30 日以上のとき 30,000 円 

家屋が全焼又は全壊のとき 200,000 円 

家屋が半焼又は半壊とき 10,000 円 

家屋の床上浸水・大規模爆発による家屋の小

破又は火災による部分焼若しくは類焼 

50,000 円 

ただし、町長は、被災の程度により特に必要があると認める場合は、前記の金額を増額

して給付することができる。  
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（６） 大阪府災害救助用食料緊急引渡要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（平成２１年５月２９日

付け２１総食第１１３号総合食料局長通知）（以下「基本要領」という。）、「災害救助

用精米の保管及び供給等の協力に関する協定」（平成９年６月２日、平成１５年５月

２８日、平成２４年４月２日、平成２７年４月１日）（以下「精米基本協定」という。）

及び「災害救助用漬物の保管に関する協定」（平成８年８月８日）（以下「漬物保管協

定」という。）に基づき、災害救助法又は武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律（以下「国民保護法」という。）が発動された場合における政府

所有の米穀、米穀販売事業者所有の精米及び大阪府所有の漬物（以下「災害救助用食

料」という。）の緊急引渡について、必要な事項を定める。 

（緊急引渡を行う場合） 

第２ この要領に定める災害救助用食料の引渡しは、災害救助法又は国民保護法が発

動された場合において、当該災害地を管轄する市町村長から被災者及び災害救助従

事者に対する食料の緊急引渡しの要請があり、知事が救助食料の引渡しを決定した

場合に実施する。 

（引渡品目） 

第３ 緊急引渡しを行う品目は米穀（精米又は玄米）及び漬物とする。 

（引渡数量） 

第４ 緊急引渡を行う数量は、次表のとおりとする。 

 

品 目 

区 分 
米 穀 漬 物 

被災者供給用 

精米１人１食当たり 200ｇ 

又は 

玄米１人１食当たり 220ｇ 

１人１食当たり 

  20ｇ 

災害救助従事者 

供  給  用 

精米１人１食当たり 300ｇ 

又は 

玄米１人１食当たり 330ｇ 

１人１食当たり 

     20ｇ 

 

（引渡手続） 

第５ 災害救助用食料の緊急引渡しの手続きは、次のとおりとする。 

１．知事と市町村長の連絡ができる場合 

（１）米穀（精米又は玄米） 

①市町村長は知事に災害救助用食料の引渡要請を事前に行うとともに、災害救助用

食料緊急引渡申請書（様式第１号）を提出する。 

ただし、申請書を提出する時間的余裕がないときは、電話等により申請すること
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ができる。この場合、事後、速やかに所定の手続きを行うものとする。 

②知事は、市町村長の申請に基づき引渡数量を決定し、米穀販売事業者の倉庫の所在

地と被災市町村との距離、倉庫の在庫数量等を勘案したうえで、米穀販売事業者が

その引渡数量を十分に供給できる場合には③、十分に供給できない場合には併せ

て④の手続きを行うものとする。 

③米穀販売事業者が十分に供給できる場合 

ア 知事は、米穀販売事業者の中から精米の供給を行う業者（以下「供給業者」と  

いう。）を選定し、災害救助用食料（精米）供給要請書（様式第２号）により

精米の供給要請を行う。 

ただし、申請書を提出する時間的余裕がないときは、電話等により申請することが

できる。この場合、事後、速やかに所定の手続きを行うものとする。 

この際に知事は、供給業者以外の米穀販売事業者に対しても、電話等により連絡を

行い、いつでも対応できる体制を取るよう要請するものとする。 

イ 知事の要請を受けた供給業者は、知事が指定する場所へ精米を輸送し、市町村

長へ納品書と併せて引渡しを行う。この時、供給業者が輸送手段を確保できな

い場合は、知事がこれを斡旋するものとする。 

ウ 市町村長は、精米の受領後、速やかに供給業者へ災害救助用食料（精米）受領   

書（様式第３号）を１部提出する。 

エ 市町村長は、災害救助用食料（精米）受領報告書（様式第４号）に災害救助用

食料（精米）受領書（様式第３号）及び納品書の原本を添えて、速やかに知事

に１部提出し、納品書の写しについては市町村長において保管するものとす

る。 

④米穀販売事業者が十分に供給できない場合 

ア 知事は、農林水産省政策統括官（以下「政策統括官」という。）に対し、政府

所有米穀の引渡しに関し電話等により連絡し、その後速やかに災害救助用米

穀の引渡要請書（様式第５号）を提出する。 

イ 政策統括官は、アの要請を受け、政府所有米穀の販売、保管、運送等の一連の   

業務について委託を受けた者（以下、「受託事業体」という。）及び知事と連絡

調整を行い、供給する災害救助用米穀及び引渡方法を決定する。 

ウ 知事は、政策統括官と政府所有主要米穀売買契約書（基本要領様式４－２３） 

により契約を締結する。 

エ 政策統括官は、ウの売買契約の締結後、速やかに受託事業体に対し知事又は知

事が指定した者（以下「指定引取人」という。）に災害救助用米穀を引き渡す

よう指示する。 

オ 知事又は指定引取人は、災害救助用米穀の受領後、速やかに受託事業体が発行

する引渡通知書（仮称）と引換えに災害救助用食料（米穀）受領書（様式第６

号）を提出し、必要に応じて米穀販売事業者に対し災害救助用米穀のとう精を

要請する。 

カ 市町村長は、災害救助用米穀の受領後、速やかに知事又は指定引取人へ災害救
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助用食料（米穀）受領書（様式第６号）を１部提出する。 

キ 指定引取人からの引渡しを受けた市町村長は、災害救助用食料（米穀）受領報 

告書（様式第７号）に災害救助用食料（米穀）受領書（様式第６号）及び納品

書の原本を添えて、速やかに知事に１部提出し、納品書の写しについては市町

村長において保管するものとする。 

 

（２）漬物 

ア 市町村長は知事に災害救助用食料の引渡要請を事前に行うとともに、災害救

助用食料緊急引渡申請書（様式第１号）を提出する。 

ただし、申請書を提出する時間的余裕がないときは、電話等により申請する

ことができる。この場合、事後、速やかに所定の手続きを行うものとする。 

イ 知事は、市町村長の申請に基づき引渡数量を決定し、大阪府所有の漬物を保管

している者（以下「漬物保管者」という。）に災害救助用食料（漬物）引渡指

示書（様式第８号）により、漬物の引渡指示を行う。 

ただし、指示書を提出する時間的余裕がないときは、電話等により要請する

ことができる。この場合、事後、速やかに所定の手続きを行うものとする。 

ウ 知事の指示を受けた漬物保管者は、知事が指定する場所に漬物を輸送し、市町

村長へ納品書と併せて引き渡す。この時、漬物保管者が輸送手段を確保できな

い場合は、知事がこれを斡旋するものとする。 

エ 市町村長は、漬物の受領後、速やかに漬物保管者へ災害救助用食料（漬物）受 

領書（様式第９号）を１部提出する。 

オ 市町村長は、災害救助用食料（漬物）受領報告書（様式第１０号）に災害救助

用食料（漬物）受領書（様式第９号）及び納品書の原本を添えて、速やかに知

事に１部提出し、納品書の写しについては市町村長において保管するものと

する。 

 

２．交通、通信の途絶等のため知事と市町村長の連絡がつかない場合 

（１）米穀（玄米） 

ア 市町村長は、政策統括官に対し、引渡しを電話等で要請のうえ、連絡のつき次

第、知事にその旨連絡することとする。 

イ 知事は、アの連絡を受けた後、１の（１）の②以降により、災害救助用食料の

引渡しの手続を行う。 

 

（２）漬物 

ア 市町村長は、漬物保管者に対し、引渡しを電話等で要請のうえ、連絡のつき次

第、知事にその旨連絡することとする。 

イ 知事は、アの連絡を受けた後、１の（２）のイ以降により、災害救助用食料の

引 渡しの手続を行う。 
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（買受手続等） 

第６ 知事は、市町村長が第５の１の（1）の③及び２の（１）により災害救助用食料

を受領したときは、精米基本協定第８条第１項の規定に基づき価格の決定を速やか

に行うものとする。 

（代金納付） 

第７ 知事は、第５の１の（１）の③及び２の（１）による災害救助用食料を受領した

場合は、精米基本協定第８条に基づく請求があった日から起算して３０日以内に供

給業者に、第５の１の（1）の④による災害救助用食料を受領した場合は、基本要領

様式４－２３第３条の規定に基づき政策統括官に、第５の１の（２）及び２の（２）

による災害救助用食料を受領した場合は、漬物保管協定第３条第２項に基づく請求

のあった日から起算して３０日以内に漬物保管者に、それぞれ納付するものとする。 

 

附 則 

１ この要領は平成２年４月１日から施行する。 

 ２ 災害時における米穀及び乾パンの応急配給要領（昭和５９年９月１日施行）は、

廃止する。 

附 則 

   この要領は平成６年８月４日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成１５年７月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成１８年１０月２日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成１９年５月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成２２年６月３日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成２３年５月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成２３年１２月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は平成２７年１２月１日から施行する。 
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（７） 忠岡町災害派遣手当に関する条例 

昭和 39 年３月 25 日条例第 24 号 

 

忠岡町災害派遣手当に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 204 条第２項及び地方

公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 24 条第５項並びに災害対策基本法施行令（昭

和 37 年政令第 288 号）第 19 条の規定に基づき災害対策基本法（昭和 36 年法律第

223 号）第 32 条第１項に規定する職員（以下「派遣職員」という。）の災害派遣手当

の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

（手当額等） 

第２条 災害派遣手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて、本町に滞在することを

要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ別表に定める額を支給

する。 

２ 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が本町に到着した日から起算し、同地

を出発した日までの期間とする。 

（支給方法） 

第３条 災害派遣手当の支給方法は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年 10 月２日条例第 14 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 29 日条例第 15 号） 

この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

別表 

         施設利用区分 

 

本町に滞在した期間 

公用の施設または 

これに準ずる施設 

（１日につき） 

その他の施設 

（１日につき） 

30 日以内の期間 3,970 円 6,620 円 

30 日を超え 60 日以内の期間 3,970 円 5,870 円 

60 日を超える期間 3,970 円 5,140 円 

備考 

１ 本表中、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、各種共済施設、職員研修宿泊施設、下宿等であり、

「その他の施設」とは、旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第２条のホテル営業及び旅館営業の施設であ

ること。 

２ 滞在期間中に利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。 
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資料 10 災害時相互応援協定 
 

協定名 協定先 
締結 

年月日 
内容 

大阪市忠岡町航空消

防応援協定 

大阪市 昭和 45 年 6月 1 日 

平成 22 年 4月 1 日再 

回転翼航空機による

消防業務 

消防行政管轄区域の

境界線上に位置する

消防対象物の行政事

務処理に関する協定 

和泉市 

泉大津市 

岸和田市 

昭和 58 年 9月 16 日 

昭和 59 年 4月 14 日 

昭和 59 年 5月 1 日 

消防事務処理 

大阪府南ブロック消

防相互応援協定 

堺市、岸和田市、泉大

津市、貝塚市、泉州南

消防組合、和泉市、高

石市 

昭和 59 年 8月 1 日 

平成 25 年 4月 1 日再 

火災、水災、その他の

災害に対する防御、救

急業務の応援 

大阪府下広域消防相

互応援協定 

大阪府下の消防本部

を設置する市町村一

部事務組合 

昭和 63 年 9月 1 日 

平成 28 年 4月1日再 

大規模な災害等が発

生した場合における

災害防御又は救助等

の応援 

関西国際空港消防相

互応援協定 

大阪市、堺市、岸和田

市、泉大津市、貝塚市、

和泉市、高石市、泉州

南消防組合、関西エア

ポート株式会社 

平成 15 年 7月 1 日 

平成 28 年 6月 1 日再 

航空機の墜落等によ

る大規模な災害が発

生した場合における

災害防御または救助

等の応援 

災害時における避難

所の利用について 

和泉市 平成 7年 11 月 17 日 高月北地域住民の避

難場所の確保 

災害時における忠岡

町と泉大津郵便局と

の相互協力に関する

覚書 

泉大津郵便局 平成 12 年 3月 21 日 地震その他の災害時

の相互協力 

救急医療相談業務に

係る応援協定 

大阪市 平成 22 年 12 月 1 日 救急医療相談業務 

市立岸和田市民病院

と公立忠岡病院の統

合再編に関する確認

及び協定書 

岸和田市 平成 19 年 3月 28 日 

平成 28 年 6 月 1 日再

締結 

統合再編に伴う医療

機能の継承 
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大阪広域水道震災対

策相互応援協定 

大阪府（水道部、健康

医療部）、府内４３市

町（大阪市除く）、泉

北水道企業団 

平成 23 年 4月 1 日 応援要請に基づく給

水・人的・物的支援及

び大阪広域水道企業

団水道震災対策中央

本部の設置 

災害時における物品

の供給協力に関する

協定書 

大阪いずみ市民生活

協同組合 

平成 24 年 5月 17 日 災害時における物品

の調達と安定供給、輸

送、生活情報の収集・

提供等の救援活動 

株式会社ライフコー

ポレーション 

  

平成 27 年 1月 27 日  

忠岡町及び羽村市災

害時相互応援協定書 

東京都羽村市 平成 25 年 1月 23 日 応援要請に基づく人

的・物的支援等 

特設公衆電話の設置・

利用に関する覚書 

西日本電信電話株式

会社大阪南支店 

平成 25 年 1月 30 日 災害発生時における

被災者等の通信の確

保 

一般廃棄物（ごみ）処

理に係る相互支援基

本協定書 

堺市、高石市、和泉市、

泉大津市、岸和田市、

貝塚市、熊取町、泉佐

野市、田尻町、泉南市、

阪南市、岬町、泉北環

境整備施設組合、岸和

田市貝塚市清掃施設

組合、泉佐野市田尻町

清掃施設組合、泉南清

掃事務組合 

平成 25 年 3月 22 日 災害時等における応

援要請に基づくごみ

の処理 

し尿及び浄化槽汚泥

の処理に係る相互支

援基本協定書 

高石市、和泉市、泉大

津市、岸和田市、貝塚

市、熊取町、泉佐野市、

田尻町、泉南市、阪南

市、岬町、泉北環境整

備施設組合、泉佐野市

田尻町清掃施設組合 

平成 25 年 3月 22 日 災害時等における応

援要請に基づくし尿

等の処理 

瀬戸内・海の路ネット

ワーク災害時相互応

援に関する協定 

貝塚市他 

瀬戸内海沿岸 76 市町

村 

平成 25 年 3月 27 日 

令和 2 年 3 月 13 日改

訂版追加 

応援要請に基づく人

的・物的支援等 
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船舶火災の消火に関

する業務協定 

大阪海上保安監部、岸

和田市、貝塚市、泉州

南消防組合 

平成 25 年 4月 1 日 船舶火災の消火 

忠岡町災害ボランテ

ィアセンターの設置

等に関する協定書 

社会福祉法人忠岡町

社会福祉協議会 

平成 25 年 4月 3 日 忠岡町災害ボランテ

ィアセンターの設置、

運営等 

災害発生時における

ダンボール製品の調

達に関する協定書 

Ｊパックス株式会社 平成 25 年 6月 24 日 地震その他の災害時

に必要なダンボール

製品の調達  

 セッツカートン株式

会社 

平成 25 年 6月 24 日  

泉州地域災害時相互

応援協定 

堺市、岸和田市、泉大

津市、貝塚市、泉佐野

市、和泉市、高石市、

泉南市、阪南市、熊取

町、岬町、田尻町 

平成 25 年 9月 10 日 応援要請に基づく人

的・物的支援等 

災害時における福祉

避難所の指定及び設

置・運営に関する協定

書 

デイサービスセンタ

ー健樂舎母屋 

平成 25 年 4月 10 日 施設を福祉避難所と

してあらかじめ指定

し、忠岡町内に大規模

災害が発生し災害時

要援護者が避難生活

を余儀なくされた際

の、福祉避難所の開

設・運営に関する協力

要請 

グループホーム ア

ムール忠岡 

平成 25 年 4月 23 日 

グループホームアム

ール忠岡アネックス 

平成 25 年 4月 23 日 

ピープルハウス忠岡 平成 25 年 5月 1 日 

有限会社ほがらか 平成 25 年 3月 14 日 

ピープルライティン

グスクール泉北 

平成 25 年 5月 1 日 

医療法人 愛朗会お

くだ医院 

平成 25 年 3月 14 日 

有限会社あんずデイ

サービスセンター 

平成 25 年 4月 5 日 

療養通所介護アネト

ス 

平成 25 年 4月 5 日 

ピープルケアハウス

いずみ 

平成 25 年 5月 1 日 

デイサービス花れん 平成 25 年 5月 30 日 
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災害時における福祉

避難所の指定及び設

置・運営に関する協定

書 

NPO デイサービスより

あい倶楽部忠岡 

平成 25 年 4月 8 日 施設を福祉避難所と

してあらかじめ指定

し、忠岡町内に大規模

災害が発生し災害時

要援護者が避難生活

を余儀なくされた際

の、福祉避難所の開

設・運営に関する協力

要請 

医療法人医敬会安藤

外科・整形外科医院 

平成 30 年 9月 19 日 

リハビリデイサービ

スいずみ 

平成 26 年 3月 31 日 

住宅型有料老人ホー

ム丸福 tanaoka 

平成 28 年 12 月 26 日 

フィリピン共和国支

援にかかる救援物資

輸送に関する協定書 

大阪府 平成 26 年 1月 29 日 台風により被害を受

けたフィリピン共和

国に物資を提供する 

大阪府広域災害・救急

医 療 情 報 シ ス テ ム

(ORION)への情報提供

に関する協定書 

大阪府健康医療部 平成 26 年 3月 31 日 救急搬送受入れ及び

検証や救急搬送・医療

体制の改善業務 

大阪府防災行政無線

設備の整備及び管理

運営に関する協定書 

大阪府 平成 26 年 4月 1 日 大阪府と共同して無

線設備を整備、管理す

る 

災害時における地図

製品等の供給等に関

する協定 

㈱ゼンリン 平成 26 年 7月 31 日 災害対策本部におい

て使用する地図（紙・

電子）の提供 

災害時等の応援に関

する申し合わせ 

近畿地方整備局 平成 26 年 8月 6 日 地震その他の災害時

の協力要請 

災害時における物資

の自動車輸送に関す

る協定書 

赤帽大阪府軽自動車

運送協同組合 

平成 26 年 8月 7 日 地震その他の災害時

の緊急輸送体制の要

請 

災害時における応急

対策業務に関する協

定書 

大阪府電気工事工業

組合岸和田支部 

平成 26 年 8月 12 日 地震その他の災害時

の協力要請 

減災を目的とした防

災 AR に関する協定書 

一般社団法人全国防

災共助協会 

平成 26 年 8月 12 日 

平成 28 年 12 月 12 日

再締結 

AR により平常時から

の防災意識の向上を

図る取組み 

災害時における LP ガ

ス等の供給協力に関

する協定書 

大阪 LP ガス協会岸和

田支部 

平成 27 年 12 月 7 日 災害時における LP ガ

スの供給協力 
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災害時における災害

情報等の放送に関す

る協定書 

株式会社テレビ岸和

田 

平成 28 年 4月 25 日 災害時における災害

情報等の放送要請 

海洋保全施設に関す

る管理及び操作協定

書 

大阪府知事 平成 28 年 7月 1 日 水門等操作施設の管

理棟作業 

保安 3法事務連携機構

おおさかの設立に関

する協定書 

大阪府内の各市町村 平成 24 年 4月 1 日 

平成 28 年 4月1日再 

保安 3 法事務の処理 

津波発生時における

一時避難施設として

の使用に関する協定

書 

エルフローラ 平成 24 年 6月 26 日  

カサ・ド・エムズ 平成 24 年 9月 1 日 

三進金属工業株式会

社 

平成 31 年 4月 1 日 

WEST ヒルズ忠岡 令和 2年 10 月 20 日 

災害時における協力

に関する協定 

株式会社岸和田グラ

ンドホール 

平成 29 年 4月 5 日 災害時における遺体

の搬送等の協力 

災害時における食料

等物資の供給協力に

関する協定 

いずみの農業協同組

合 

平成 29 年 12 月 18 日 災害時における被災

者の救援物資確保の

協力 

災害時における復旧

支援協力に関する協

定 

公益社団法人日本下

水道管路管理業協会 

平成 30 年 7月 1 日 災害時により被災し

た下水道管路施設機

能の早期復旧 

災害時における情報

提供に関する協定書 

大阪ガス株式会社導

管事業部南部導管部 

平成 30 年 12 月 28 日 災害時における都市

ガス供給の復旧につ

いての円滑な情報提

供 

災害用備蓄水の保管

及び管理に関する覚

書 

大阪広域水道企業団

忠岡水道センター 

平成 31 年 4月 1 日 提供を受けた備蓄水

の保管及び管理に関

する取り決め 

災害時における救援

物資の保管等に関す

る協定書 

三進金属工業株式会

社 

平成 31 年 4月 1 日 提供を受けた救援物

資の保管場所の提供 

災害時における救援

物資の保管等に関す

る協定書 

三進金属工業株式会

社 

平成 31 年 4月 1 日 提供を受けた救援物

資の保管場所の提供 
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防災情報充実強化事

業に関する協定書 

大阪府 令和元年 4月 1 日 防災情報の円滑な伝

達のためのシステム

の構築 

安全・安心なまちづく

りに関する包括的な

連携に関する協定 

泉大津市 

泉大津警察署 

令和元年 9月 3 日 災害対策を含む泉大

津市、忠岡町における

安全で安心なまちづ

くりの推進 

災害時における応援

に関する覚書 

忠岡町建設業協会 令和元年年 6月 1 日 地震その他の災害時

の応援等 

災害時における医療

救護活動に関する協

定 

高石忠岡地区歯科医

師会 

令和元年 12 月 25 日 災害時における歯科

医療救援活動の協力

要請 

災害時における医療

救護活動に関する協

定 

泉大津薬剤師会 令和元年 12 月 25 日 災害時における医療

救援活動の協力要請 

災害時における放送

要請等に関する協定

書 

株式会社エフエム泉

大津 

令和 2年 4月 21 日 住民に対する災害放

送の協力要請 

災害時における緊急

交通路の確保および

停電復旧に支障とな

る障害物等の移動等

に関する覚書 

関西電力送配電株式

会社大阪南電力本部 

令和 3 年 月 日 災害時における通行

の妨げになる電柱等

の障害物の移動等の

協力要請 

一般廃棄物（ごみ）処

理に係る相互支援基

本協定書 

堺市、高石市、和泉市、

泉大津市、岸和田市、

貝塚市、熊取町、泉佐

野市、田尻町、泉南市、

阪南市、岬町、泉北環

境整備施設組合、岸和

田市貝塚市清掃施設

組合、泉佐野市田尻町

清掃施設組合、泉南清

掃事務組合 

平成 25 年 3月 22 日 災害時等における応

援要請に基づくごみ

の処理 
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資料 11 災害救助法の適用基準 
災害救助法の適用基準 

災害救助法は、被害が次のいずれかに該当するときに適用される。 

 

（１）住家が滅失した世帯数が当該市町村（大阪市・堺市又は大阪市・堺市の区）の区

域内の人口に応じ、次の世帯数以上であること 

【法施行令第１条第１項第１号】 

 

 
 

（２）府の区域内の住家が滅失した世帯数が、2,500 世帯以上であって、当該市町村（大

阪市・堺市又は大阪市・堺市の区）の区域内の住家が滅失した世帯数が、その人口に

応じ、次の世帯数以上であること 

【法施行令第１条第１項第２号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）府の区域内の住家が滅失した世帯数が、12,000 世帯以上であって、当該市町村

（大阪市にあっては大阪市又は大阪市の区）の区域内の住家が滅失した世帯数が多

数であること 

【法施行令第１条第１項第３号前段】 

 

（４）災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく

困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものである

こと 

【法施行令第１条第１項第３号後段】 
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（５）多数の者が生命または身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であっ

て、内閣府令で定める基準に該当するとき 

【法施行令第１条第１項第４号後段】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 住家滅失世帯数の算定基準 

①半壊または半焼する等著しく損傷した世帯は、２世帯をもって住家滅失１

世帯とする。 

②床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住困難な世帯は、３世帯

をもって住家滅失１世帯とする。 
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資料 12 被害認定統一基準（災害弔慰金関係） 
被害認定統一基準 

被 害 種 類 被害認定統一基準（H13.6.28 内閣府政策統括官通知） 

死 者  当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を

確認することができないが死亡したことが確実なものとする。 

行 方 不 明 者  当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの

とする。 

重 傷 者 

軽 傷 者 

 災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のある

もののうち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者

とし、「軽傷者」とは１月未満で治療できる見込みの者とする。 

住 家 全 壊 

（全焼・全流出） 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわ

ち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の

損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なも

ので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床

面積がその住家の延床面積の７０％以上に達した程度のもの、ま

たは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達した程度の

ものとする。 

住 家 半 壊 

（ 半 焼 ） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな

わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用でき

る程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の

２０％以上７０％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経

済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割

合が２０％以上５０％未満のものとする。 

住 家  現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家

であるかどうかを問わない。 

非 住 家  住家以外の建築物をいうものとする。 

 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家と

する。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合に

は、当該部分は住家とする。 

（注） 

 （１） 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築 

    された建物または完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

 （２） 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなけ

れば元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

 （３） 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固

定された設備を含む。 
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様 式 
被害情報報告用様式 
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緊急通行車両関係様式 
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自衛隊の派遣・撤収要請の知事への依頼書様式 
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防災行政無線通信依頼書様式 
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罹災証明書様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　　　　　　

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

住家※の被害の
程度

□全壊　□大規模半壊　□中規模半壊　□半壊　□準半壊　□準半壊に至らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部損壊）

罹災原因 　　　年　　　月　　　日の　　　　　　　　　　　　による

（整理番号）

罹　災　証　明　書

世帯主住所

世帯主氏名

（追加記載事項欄③）

（追加記載事項欄①）

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物
　 のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

（追加記載事項欄②）

被災住家※の
所在地
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罹災届出証明願 

 

 

 

 

  


